
議案第９号 

 

利根町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 利根町介護保険条例（平成１２年利根町条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め，同項第１号中「２７，９００円」を「３０，５００円」

に改め，同項第２号中「４１，８００円」を「４６，０００円」に改め，同項

第３号中「４１，８００円」を「４６，３００円」に改め，同項第４号中「５

０，２００円」を「６０，４００円」に改め，同項第５号中「５５，８００円」

を「６７，２００円」に改め，同項第６号中「６６，９００円」を「８０，６

００円」に改め，同項第７号中「７２，５００円」を「８７，３００円」に改

め，同項第８号中「８３，７００円」を「１００，８００円」に改め，同項第

９号中「９４，８００円」を「１１４，２００円」に改め，同項に次の４号を

加える。 

（１０） 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２７，６００円 

（１１） 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４１，１００円 

（１２） 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １５４，５００円 

（１３） 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １６１，２００円 

第２条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め，同項第１号中「１６，７００円」を「１９，１００円」

に改め，同項第２号中「２７，９００円」を「３２，５００円」に改め，同項

第３号中「３９，０００円」を「４６，０００円」に改める。 

第４条第３項中「又は第８号ロ」を「，第８号ロ，第９号ロ，第１０号ロ，

第１１号ロ又は第１２号ロ」に，「令第３８条第１項第１号から第８号まで」

を「令第３８条第１項第１号から第１２号まで」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の利根町介護保険条例第２条の規定は，令和６年度分の保険料から

適用し，令和５年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 

 

   令和６年３月４日提出 

 

 

                 利根町長 佐々木 喜 章 

 



 （提案理由） 

 第９期介護保険事業計画に基づき，令和６年度から令和８年度までの介護保

険料率の規定を改めたいので提案する。 


